
和光市公民館での飲食ルール 

 

⑴ 飲食について 

  公民館の部屋は、飲食を主とした利用は出来ません。 

公民館利用時の飲食は可能ですが、食べ残しの処分に困るもの(汁物

等)や匂いの強いものはご遠慮ください。 

   

⑵ アルコールについて 

 アルコール類は様々な年齢層の利用があることから、トラブル防止等を

考慮し、禁止とします。 

 

⑶ ゴミの持ち帰りについて 

 ゴミ類はすべてお持ち帰りください。 

 

⑷ その他 

 部屋を汚損してしまった際は、職員へ申し出てください。 

 

※詳細は各公民館へお問い合わせください。 
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